
◎農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代
化資金助成法等の一部を改正する法律

（平成一四年五月二九日法律第五一号）　　

一、提案理由（平成一四年三月二八日・衆議院農林水産委員会）

○武部国務大臣　農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金

助成法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説

明申し上げます。

　将来にわたる食料の安定供給と農業の多面的機能の発揮を確保するためには、効率的

かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立することが必要であ

ります。

　そのためには、効率的かつ安定的な農業経営を広範に育成していくことが急務であり、

意欲ある農業の担い手が経営改善に必要な資金の融通を円滑に受けられるようにしてい

く必要があります。

　政府といたしましては、このような課題に対応して、農業近代化資金、農林漁業金融

公庫資金及び農業改良資金について、資金内容の充実等を行うこととし、この法律案を

提出した次第であります。

　次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

　第一に、農業近代化資金助成法の一部改正であります。

　農協等の民間金融機関の融資に利子補給する農業近代化資金について、現行の施設資

金に加え、経営の改善を図るのに必要な長期運転資金を追加することとしております。

　第二に、農林漁業金融公庫法の一部改正であります。

　農業経営基盤強化促進法の認定農業者以外の農業の担い手が経営の改善を図るための

農林漁業金融公庫の経営体育成強化資金について、その対象を土地利用型農業だけでな

く、全農業種目に拡大することとしております。

　第三に、農業改良資金助成法の一部改正であります。

　都道府県の財政資金を無利子で貸し付ける農業改良資金について、特定の農業技術の

導入のための資金から、農業の担い手が農産物の加工を始めたり、新作物に取り組む場

合、あるいは新技術を導入する場合など、高リスク農業にチャレンジするための資金へ

と改めることとしております。

　また、都道府県からの直接融資方式に加え、農業改良資金についても、民間金融機関

が都道府県から借り受けて農業者に貸し付ける方式を追加することとしております。

　第四に、農業信用保証保険法の一部改正であります。

　民間金融機関からの農業改良資金の融通が円滑に行われるよう、当該資金を農業信用

基金協会による債務保証の対象に追加することとしております。

……………（略）……………

　以上が、これら二法律案の提案の理由及び主要な内容であります。



　何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

二、衆議院農林水産委員長報告（平成一四年四月四日）

○鉢呂吉雄君　ただいま議題となりました両案につきまして、農林水産委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部

を改正する法律案は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化を図るため、農業近

代化資金等の各種制度資金を抜本的に見直すための措置を講じようとするものでありま

す。

……………（略）……………

　両案は、去る三月二十八日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付

託されました。

　委員会におきましては、同日武部農林水産大臣から両案の提案理由の説明を聴取し、

四月二日及び三日に質疑を行いました。質疑を終局し、討論の後、採決いたしましたと

ころ、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第で

あります。

　なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月三日）

　農業を取り巻く事情が大きく変化する中で、農業経営に関連する諸施策を抜本的に見

直し、その強力な推進を図ることが重要な課題となっている。

　よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、制度資金を通じた農業

経営の改善に万全を期すべきである。

　　　　　記

一　今回の各種制度資金の見直しに当たっては、効率的かつ安定的な農業経営体の育成

に資するよう、融資実務面においても、地域や個々の農業経営の実情に応じ、分かり

やすく使いやすいものとなるよう、最大限の工夫を行うとともに、融資の利用実績が

低迷してきた要因を解明し、新制度が十分活用されるよう特段の配慮をすること。

　　また、各種制度資金の融資を受けた者に対しては、着実な経営改善が図られるよう、

農業改良普及センター等の指導に万全を期すること。

二　農業近代化資金等の円滑な融通のため、農業信用基金協会の保証能力の一層の向上

を図る等保証制度の充実に努めること。

三　各種制度資金の融資枠については、担い手の資金需要の動向等を踏まえ、適切な水

準とすること。

四　農業改良資金について、高リスク農業へチャレンジするための資金へと抜本的に改

めることにかんがみ、従前、農業改良資金が担ってきた農家生活方式の改善、青年農



業者等の育成については、農村現場の実情等を踏まえ、今後とも適切な措置を講ずる

こと。

五　農業近代化資金の融資を担う農協系統については、担い手のニーズに的確に対応し、

地域農業の振興に積極的な役割を果たすため、生産資材コストの抜本的引下げ、適切

な表示を前提とする農産物販売力の強化など事業・組織の改革を強力に実行すること。

六　農林漁業金融公庫の在り方の検討に当たっては、政府系金融機関全体の在り方を論

議する中で、しかるべき時期に改革の方向性を明らかにすること。

　右決議する。

三、参議院農林水産委員長報告（平成一四年五月二二日）

○常田享詳君　ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告いたします。

　まず、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等

の一部を改正する法律案は、意欲ある農業の担い手が経営の改善に必要な資金の融通を

円滑に受けられるよう、農業近代化資金に長期運転資金を加えるとともに、農業改良資

金を担い手の創意工夫による高リスク農業にチャレンジするための資金に改める等の措

置を講じようとするものであります。

……………（略）……………

　委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、法改正の目的と担い手の資金

需要の見通し等、制度資金と農業法人をめぐる諸課題について質疑が行われました。そ

の詳細は会議録によって御承知を願います。

　質疑を終局し、両法律案を一括して討論に入りましたところ、日本共産党を代表して

紙理事より両法律案に反対である旨の意見が述べられました。

　討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。

　なお、両法律案に対し、それぞれ附帯決議を行いました。

　以上、御報告を終わります。

○附帯決議（平成一四年五月二一日）

　農業を取り巻く諸情勢が大きく変化する中で、農業経営に関連する諸施策を抜本的に

見直し、その強力な推進を図ることが重要な課題となっている。

　よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に努め、制度資金を通じた農業

経営の改善に万全を期すべきである。

一　今回の各種制度資金の見直しと融資手続の改善に当たっては、担い手向けにわかり

やすく使いやすい資金制度とするという制度改正の趣旨が十分生かせるよう、最近に

おける農業者の経営環境の悪化に対し十分配意するとともに、申請者の自主性の尊重

及びその経営実態を踏まえた的確な融資に留意すること。



　　また、各種制度資金の融資を受けた者に対しては、着実な経営改善が図られるよう、

農業改良普及センター等の指導に万全を期すること。

二　各種制度資金の融資枠については、担い手の資金需要の動向等を踏まえ、適切な水

準とすること。

三　農業改良資金について、高リスク農業へチャレンジするための資金へと抜本的に改

めることにかんがみ、従前、農業改良資金が担ってきた農家生活方式の改善、青年農

業者等の育成については、農村現場の実情等を踏まえ、今後とも適切な措置を講ずる

こと。

四　農業信用基金協会の保証については、制度資金の円滑な融通に資するよう、制度の

充実に努めること。

五　制度資金の運営に重要な役割を果たす農協系統については、担い手のニーズに的確

に対応し、地域農業の振興に積極的な役割を果たすため、生産資材コストの抜本的引

下げ、適切な表示を前提とする農産物販売力の強化など、生産者及び消費者の信頼を

高められるよう事業・組織の改革を強力に実行すること。

六　農林漁業金融公庫の在り方の検討に当たっては、その機能及び役割を損なうことの

ないよう政府系金融機関全体の在り方を議論する中で、しかるべき時期に改革の方向

性を明らかにすること。

　　なお、その際、農業者の資金環境に支障をきたさないよう配慮すること。

　右決議する。


